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（１）立地適正化計画の概要 

①立地適正化計画の目的と役割 

立地適正化計画は、市町村が都市全体の観点から作成する、居住機能や福祉・医療・商業等の都市機能の

立地、公共交通の充実等に関する包括的なマスタープランであり、都市全体を見渡したマスタープランとしての

性質を持つものであることから、東浦町都市計画マスタープランの一部と見なされるものです。（立地適正化計

画の作成に係るＱ＆Ａ（令和３年３月１９日改訂）） 

全国的に今後、急速な人口減少・少子高齢化が予測されており、拡散した市街地のままで人口が減少し低密

度化すれば、一定の人口密度に支えられてきた医療、福祉、子育て支援、商業等の都市機能の維持が困難に

なりかねないことが懸念されています。 

こうした背景から、高齢者や子育て世代にとって、安心できる健康で快適な生活環境を実現すること、財政

面及び経済面において持続可能な都市経営を可能とすることを今後のまちづくりにおける大きな課題と捉え、

商業施設、医療・福祉施設や住居等がまとまって立地し、高齢者を始めとする住民が公共交通によりこれらの

生活利便施設等にアクセスできるなど、『コンパクト・プラス・ネットワーク』の都市づくりを進めるため、平成 26

年度に都市再生特別措置法が一部改正され、立地適正化計画制度が創設されました。 

 

②立地適正化計画制度の概要 

立地適正化計画には、都市全体を見渡しながら居住や都市機能を誘導する区域を設定するとともに、これら

を誘導するための施策等を記載します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③計画の位置付け 

東浦町立地適正化計画は、都市づくりの方針を示す東浦町都市計画マスタープランの一部として位置付け

られます。このため、都市計画マスタープランで定めた将来都市像、都市づくりの目標及び将来都市構造の実

現に向け、関連計画と連携しながら、居住及び都市機能の誘導、公共交通の充実に関する方針を定めます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

立地適正化に関する方針 
まちづくりの理念や目標、目指すべき都市像や、一定の人口密度の維持や生活サービス機能の計画的配置及び公共交
通の充実のための施策を実現する上での基本的な方向性を記載 

公共交通 
維持・充実を図る公共
交通網を設定 

市街化区域 

都市機能誘導区域 
商業、医療、福祉等の都市機能を都市の中心
拠点や生活拠点に誘導し集約することで各種
サービスの効率的な提供を図る区域 

誘導施設 
都市機能誘導区域ごとに、立地を誘導すべき
都市機能増進施設（居住者の共同の福祉や
利便性の向上を図るために必要な施設） 

立地適正化計画の区域 
（＝都市計画区域（市全域）） 

居住誘導区域 
一定のエリアにおいて人口密度を維持することに
よって、生活サービスやコミュニティが持続的に確
保されるように居住を誘導する区域 

誘導施策 
居住を誘導するための施策や都市機能誘導区
域内に都市機能を誘導するための施策を記載 

防災指針 
居住や都市機能の誘導を図る上で必要となる都市の防災に関する機能の確保を図るための指針を示すとともに、防災指
針に基づく取組の推進に関連して必要な事項を記載 

第６次東浦町総合計画 

 

 

知多都市計画区域の整備、開発及び保全

の方針（都市計画区域マスタープラン） 

 

 
東浦町が持つ計画の中で最も上位の計画

で、まちづくりの進め方を分野ごとに記載

したまちづくりの羅針盤となる計画 

 

愛知県が広域的な見地から、本市を含む都

市計画区域の将来像を明確にするととも

に、その実現に向けて道筋を明らかにした

もの（平成 30年度策定） 

東浦町都市計画マスタープラン 

 

 

 
 

・東浦町における課題の整理 

・東浦町の将来都市像 

・都市整備の方針 

即する 即する 

将来都市像、都市づくりの目標及び 
将来都市構造の実現 

東浦町立地適正計画 

関
連
計
画 

 

●コンパクトなまちづくり計画 

●東浦町公共施設等総合管理計画 ●東浦町緑の基本計画 

●第 2期東浦町いきいき健康プラン 21 ●東浦町子ども・子育て支援事業計画 

●東浦町地域防災計画・水防計画 等 

・地域別構想 

・実現化方策 

 

図 立地適正化計画のイメージ 資料：国土交通省資料を編集 

東浦町地域公共交通網形成計画 

コンパクト 

ネットワーク 

＋ 連携 

資料 A 
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（２）策定スケジュール 

 

 検討内容 
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和
３
年
度 
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（３）策定体制 

立地適正化計画の策定にあたっては、「検討委員会」と「作業部会」を設置し、計画内容を検討・協議します。 

また、策定を進める中で、「町都市計画審議会」や「町議会」への説明報告を行います。 

 
「検討委員会」 

地域の実情に応じた創意あふれる施策や計画づくりを議論する場として、学識経験者などで構成する組織 

「作業部会」 

町内部の関連部局で構成する組織 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会議 

事務局 

作業部会 

検討委員会 

町長 

説明報告 
町都市計画審議会 

町議会 

説明 

意見 

意見 

図 策定体制 

説明報告 

意見 

地域 

1.関連計画や他部局施策等の整理 
 

3.立地適正化に関する基本的方針 
 

2. 現況と将来の見通しにおける都市構造上の
課題の分析 

 
 

 
 

(1)各種基礎的データの収集整理 

(2)都市構造上の課題の分析 

５.居住誘導区域に関する事項 
 
 

(1)居住誘導区域の設定 

(2)誘導施策の検討 

８. 達成状況に関する評価手法の検討 
 
 

パブリックコメント・地元説明会 

10.立地適正化計画の作成（とりまとめ） 
 
 

７. 防災指針の作成 
 
 

4.目指すべき都市の構造と誘導方針の検討 
 

６.都市機能誘導区域に関する事項 
 
 

(1)都市機能誘導区域の設定 

(2)誘導施設の設定 

(3)誘導施設立地誘導方策 

(1)都市における災害リスクの分析 

(2)防災・減災上の課題の分析及び抽出 

(3)居住誘導区域等におけるリスク評価 

(4)防災・減災の目標設定 

(5)居住誘導区域等における防災・減災対策の検討 

(6)対策の工程の設定 

(1) 評価指標の検討 

(2) 現況値・目標値の設定 

(3) 進捗管理スケジュールの検討 

○都市構造上の課題 

○立地適正化に関す

る基本的方針(案) 

○目指すべき都市構

造・誘導方針 

１月頃 

第１回委員会 

３月頃 

第２回委員会 

○居住誘導区域案 

○都市機能誘導区域・

誘導施設案 

６月頃 

第３回委員会 

○誘導施策案 

○防災指針（防災・減

災上の課題等） 

９月頃 

第４回委員会 

○防災指針 

○評価指標 

11 月頃 

第５回委員会 

○立地適正化計画（素

案） 

３月頃 

第６回委員会 

○立地適正化計画

（案） 


